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中央環境審議会水環境・土壌農薬部会（第３回）での主な御意見 

及び令和５年度の主な要求事項 

 

１．良好な環境の創出 

（主な御意見） 

・ 生物多様性の保全又は新たに創出する上で、水のメカニズムを把握することは重

要。【大東委員】 

・ 地域循環共生圏や生物の多様性、生産性の確保、順応的管理、気候変動の観点と

いった考え方（視点）を取り込んだら良いのではないか。【白石委員】 

・ 海の利用の仕方について、生物生産性と生物多様性の視点からしっかり議論する

ことが必要【東海委員】 

・ ＩＰＢＥＳ（生物多様性のＩＰＣＣのレポート）で強く打ち出されている「トラ

ンスフォーマティブチェンジ」といった観点がない。もっと統合的、大胆な変革

が必要。【白山委員】 

・ 化学物質管理の生物への影響、特に魚より下にある生態構造に対するインパクト

への評価の体系が世界の流れと異なっていることは、生物多様性の観点からも問

題。【田中委員】 

・ 低層溶存酸素量の類型指定や瀬戸内海等において、生物多様性の観点が入ってい

ない。自然局に任せるのでなく、水・大気局でも生物多様性を。国交省・農水省

はかなりやっている。【高村委員】 

・ SDGs14番目の Life Below Water。日本はかなり評価が低い。【須野原委員】 

・ 日本のかなりの面積を水田農業がカバーしており、農業用水と水の管理において

生物多様性の観点が重要。農水とも連携を。【林田委員】 

・ 瀬戸内海環境保全に関して生物多様性が具体的な位置づけがされていない。生物

多様性に関しては、省庁間のみならず局内での連携も必要。【古米部会長】 

・ 水質は改善してきたが、親水利用の安全性は不十分。ウイルス、薬剤耐性、遺伝

子、農業利用、ワンヘルスなど考えるべき。【田中委員】 

（令和５年度の主な要求事項） 

・ 良好な水循環・水環境創出活動推進事業（水環境課） 

・ 豊かさを実感できる海の再生事業（閉海室） 
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２．媒体横断的な課題 

（主な御意見） 

・ 水、土壌、大気の関連性をしっかりと見据えた上で水環境及び土壌環境を考える

べき。【古米部会長】 

・ 土壌環境と地下水環境の保全対策を一体的に取り組むべき（例：1,4-ジオキサ

ン）。リサイクルでは、資源循環と土壌・地下水の環境保全も視野に入れて検討す

べきではないか。【肴倉委員】 

・ これまでの水環境に対する考え方の中では、大気と水という考え方が少し弱かっ

た。欧米では、マイクロプラスチックは大気を通じて拡散していて、そこから水

圏に入っていくということが常識。グローバルな影響や大気を通じて世界はつな

がっているという観点も必要。【山室委員】 

・ クロスメディアでは、土壌の観点も重要。ダイオキシン、鉛は大気の排出基準等

が少し緩く、大気から沈着したものが長年土壌表層に蓄積して土壌汚染となる可

能性もあり得る。クロスメディアの物質移動も想定して化学物質管理を考えると

良い。【小林委員】 

・ 水環境は森から河口域までつながったものとして保全すべき。【高村委員】 

・ 健全な水循環の構築とその下での地下水の保全、水利権への対応、流域での治水

の関係での森林の管理など古くて新しい問題が残っている。【大塚委員】 

・ 森・川・海の連携による栄養塩類供給のメカニズムを含めた議論が必要。【三浦委

員】 

 

（令和５年度の主な要求事項） 

・ 持続可能な窒素管理等推進費（大気課、水環境課、土壌室） 

・ 水環境・土壌環境に係る有害物質リスク検討調査費（水環境課、土壌室） 
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３．個別案件 

３－１．プラスチック汚染対策関係 

（主な御意見） 

・ マイクロプラスチックの生産販売の制限の立法の導入を検討すべき。国際条約で

の対応が極めて重要。【大塚委員】 

・ 環境研究総合推進費により様々なことがわかってきており、こういった学術研究

の成果の下に次の対策を考えないといけない。発生抑制だけでなく、海洋におけ

る回収についても検討が必要。【東海委員】 

・ マイクロプラスチックだけでなく、ごみ全般の清掃などの対策を誰が負担するの

か議論が必要【浅見委員】 

（令和５年度の主な要求事項） 

・ 海岸漂着物等地域対策推進事業（海洋室） 

・ 海洋プラスチックごみ総合対策費（海プラ室） 
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３－２．環境基準や有害物質対策 

（主な御意見） 

・ ＣＯＤのマンガンの指標の限界性をしっかり議論すべき【田中委員】 

・ ＣＯＤでの管理は矛盾が出てきている【西嶋委員】 

・ ウィルス、薬剤耐性、農業利用の観点からの検討が必要。ＡＭＲのワンヘルスの

環境分野の調査が極めて遅れている。有用生物である魚類と、餌生物としての位

置付けを切り分けてしまった。海外と違う。もう一度議論すべきではないか。【田

中委員】 

・ 日々新たないろいろな化学物質が出て行く中で、化学物質の影響を調べるという

点が軽視されている【山室委員】 

・ 化学物質の複合影響をより精緻に解析できるツールの開発を急ぐべき【西川委

員】 

・ 湾・灘海域のあるべき姿には明確な目標がいる。そのための指標として、負荷に

関するインプット側の指標と適切な管理がもたらすベネフィットを考えるアウト

プット側の指標を明確にすべき。【藤江委員】 

・ 現在の状況に合わせて、環境基準の指標の妥当性、類型指定の妥当性を見直すべ

き。【西嶋委員】 

 

（令和５年度の主な要求事項） 

・ 水環境・土壌環境に係る有害物質リスク検討調査費（水環境課、土壌室）【再掲】 
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４．その他 

（主な御意見） 

・ 快適で清澄な水環境を創造し保全するためのリーダーとなるのは環境省であり、

水環境行政の牽引役をしっかりと果たしてもらいたい。【岡久委員】 

 

・ 水環境保全と防災の両立を図るというのもあるのではないか。【浅見委員】 

 

・ 閉鎖性水域の環境改善は十分でない。底泥からの溶出等の汚濁メカニズムを解明

し、関係主体が連携した対策を推進する必要がある【大塚委員】 

 

・ 主に閉鎖性海域等について、栄養塩類不足による無給餌養殖の生育不良が指摘さ

れており、下水処理の施設管理運転等の順応的な管理の推進、栄養塩類のメカニ

ズム等、継続的な議論が必要【三浦委員】 

 

・ 水をもっと上流から取水する。例えば、位置エネルギーを利用などもあるのでは

ないか。【浅見委員】 

 

・ デジタル技術を活用した環境管理： デジタルトランスインフォーメーション、

グリーントランスメーションといった言葉あり。新しい方法論で水環境の切り口

から変容を目指してはどうか。【古米委員】 

 

 

             


